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第５回ガイド認定登録制度 作業部会資料（案） 
041209 

■第５回作業部会の内容 
開会 
議事 

１．前回作業部会の確認（5分） 
事務局からの報告 

２．これまでの作業部会の結果に基づいた制度の体系について（85分） 

前回の結果をまとめた制度の体系 

意見交換 

３．その他 

閉会 
 
１． 前回作業部会の確認（５分） 

※ 第 4回作業部会の議事要旨。 
事務局からの報告と、関係者への確認を行なう。 
 

２． 制度の体系について（85分） 
※ 今回は、論点を明確にするために、第２、３回作業部会で出された主な意見は省略

し、第４回の意見は記載する。 
 
（１）認定登録制度における「ガイド」の捉え方について 
 ①野外で活動する『有料ガイド』を対象とする。 

 ※ここは、作業部会と事務局で意見が合致しています。 
〔これまでの作業部会の意見の取りまとめ〕 

・ ここでは、主に野外でお金を取って観光客を案内する『有料ガイド』を対象として検討する。
この場合の『有料ガイド』には、観光客の安全を守ることと、自然環境の保全のために環境
への配慮やルール遵守が義務付けられる。 

・ したがって「料金」を取って案内を行なうもの全般を対象とする。 
・ 上記『有料ガイド』は、『より深い自然地も案内するガイド（仮称）』※１）だけでなく、
『主に里地周辺を案内する案内人（仮称）』※２）も含むと捉える。 

〔注〕 
※ １「より深い自然地も案内するガイド（仮称）」＝自然度の高い地域で業として活動するガイド、
インストラクター、インタープリター、山道を安全に案内する道案内人を指す。 

※ ２＝「主に里地周辺を案内する案内人（仮称）」＝歩道等が整備された安全な自然地（ヤクスギ
ランド等）や地域の語り部を含め集落を案内する人、また農作業体験、漁業体験等も含めること
とする。 
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②島内に住民票をおく『島内ガイド』を対象とする。 

※ここは、作業部会と事務局で意見が合致しています。 
 
〔これまでの作業部会の意見の取りまとめ〕 
・ 現状では、①130名を超えるといわれる島内のガイドが、どこでどういった活動をしている
のか十分に把握できていない状況にあること、②登録などの事務作業など制度運用面から
みて、はじめから対象を広げることは制度運用機関側での混乱を招きかねない、と考え、
まずは「島内ガイド」を対象とする。 

・ ただし、ここでいう「島内ガイド」は、屋久島（上屋久町・屋久町）に住民登録している
人に限ることとする。 

 
③【制度は入り口から「より深い自然地も案内するガイド（仮称）」と、「主に里地周辺
を案内する案内人（仮称）」】に分けて検討】 

※ここは、作業部会と事務局で意見が合致しています。 
〔これまでの作業部会の意見の取りまとめ〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【制度は入り口から「より深い自然地も案内するガイド（仮称）」と、「主に里地周辺を
案内する案内人（仮称）」に分けて検討】 

・ 内容については、今後検討。 
 
【最初の検討対象は、「より深い自然地も案内するガイド（仮称）」】 

・ 最初の検討対象は「より深い自然地も案内するガイド（仮称）」とする。なお、「主に里地
周辺を案内する案内人（仮称）」は、本作業部会における「より深い自然地も案内するガ
イド（案）」の検討終了後に検討する。 




